
ユニット型個
室

看護体制加
算I(ロ)

看護体制加
算Ⅱ(ロ)

日常生活継
続支援加算

(Ⅱ)

夜勤職員配
置加算Ⅳ（ロ）

個別機能訓
練加算

日額 月額 ① 日額 月額 ②

３割 2,006 60,180 1,445 43,350 1,956 12 24 138 63 36 2,229 66,870 5,550 1,805 177,756

2割 2,006 60,180 1,445 43,350 1,304 8 16 92 42 24 1,486 44,580 3,700 1,204 153,014

2,006 60,180 1,445 43,350 128,272

第３段階② 1,310 39,300 1,360 40,800 104,842

第３段階① 1,310 39,300 650 19,500 83,542

第２段階 820 24,600 390 11,700 61,042

第１段階 820 24,600 300 9,000 58,342

３割 2,006 60,180 1,445 43,350 2,160 12 24 138 63 36 2,433 72,990 6,058 1,971 184,549

2割 2,006 60,180 1,445 43,350 1,440 8 16 92 42 24 1,622 48,660 4,039 1,314 157,543

2,006 60,180 1,445 43,350 130,536

第３段階② 1,310 39,300 1,360 40,800 107,106

第３段階① 1,310 39,300 650 19,500 85,806

第２段階 820 24,600 390 11,700 63,306

第１段階 820 24,600 300 9,000 60,606

３割 2,006 60,180 1,445 43,350 2,379 12 24 138 63 36 2,652 79,560 6,603 2,148 191,842

2割 2,006 60,180 1,445 43,350 1,586 8 16 92 42 24 1,768 53,040 4,402 1,432 162,404

2,006 60,180 1,445 43,350 132,967

第３段階② 1,310 39,300 1,360 40,800 109,537

第３段階① 1,310 39,300 650 19,500 88,237

第２段階 820 24,600 390 11,700 65,737

第１段階 820 24,600 300 9,000 63,037

３割 2,006 60,180 1,445 43,350 2,586 12 24 138 63 36 2,859 85,770 7,119 2,316 198,735

2割 2,006 60,180 1,445 43,350 1,724 8 16 92 42 24 1,906 57,180 4,746 1,544 167,000

2,006 60,180 1,445 43,350 135,265

第３段階② 1,310 39,300 1,360 40,800 111,835

第３段階① 1,310 39,300 650 19,500 90,535

第２段階 820 24,600 390 11,700 68,035

第１段階 820 24,600 300 9,000 65,335

３割 2,006 60,180 1,445 43,350 2,787 12 24 138 63 36 3,060 91,800 7,619 2,479 205,428

2割 2,006 60,180 1,445 43,350 1,858 8 16 92 42 24 2,040 61,200 5,080 1,652 171,462

2,006 60,180 1,445 43,350 137,496

第３段階② 1,310 39,300 1,360 40,800 114,066

第３段階① 1,310 39,300 650 19,500 92,766

第２段階 820 24,600 390 11,700 70,266

第１段階 820 24,600 300 9,000 67,566

8 21 12 743

負担段階

介護職員
処遇改善
加算
（8.3%）④

652 4 46 22,290

第４段階

日額計 月額計 ③

日額

富士見荘　ユニット型個室料金表　(30日）
　　・令和3年8月1日からの料金です。※その他、療養食加算等がかかる場合があります。

　　・入所日から30日間以内の期間（入院後に再入所された場合も同様）は下記の料金に1日あたり30単位加算されます（2割負担の方は60単位、3割負担の方は90単位）

介護度 負担割合
月額合計
①+②+③+④+⑤

居住費 食費

介護サービス費 介護職員
等特定処
遇改善加
算（2.7%）
⑤

2,019

793 4 46

121割 720 4 468

8 21 12 884 26,520

811 24,33021

2,373

1割 929 4 46

1割 862 4 468

8 21 12 1,020

953 28,59021 12

1割

4

第４段階

5

第４段階

1
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716

第４段階

1割

2,540

772

82630,600

2,201

1,850
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602



・利用者負担段階について

・預貯金の金額が下記に記載の金額以上ある方は負担段階対象外となりますので、ご注意ください。申請の際にはご本人と配偶者名義の通帳のコピーの提出が必要です。

年金収入等120万円以上の方①単身　500万円 ②夫婦1500万円

・世帯分離後でも配偶者の所得を勘案することとし、配偶者が課税されている場合は補足給付の対象外とする。

かつ、下記の条件があります。

年金収入等80万円以下の方 ①単身　650万円 ②夫婦1650万円

年金収入等80万円～120万円の方①単身　550万円 ②夫婦1550万円

第３段階① 　世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が住民税非課税で、年金収入等80万円～120万円以下の方

第２段階
　世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と

　非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

第１段階
　生活保護受給者の方　　

　世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方

2割
2人以上は346万円未満

上記に当てはまらない方（住民税非課税者、生活保護受給者等も含む） 1割

第３段階② 　世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が住民税非課税で、年金収入等120万円以上の方

要
介
護
認
定

を

受
け
て
い
る

第
1
号
被
保

険
者

本人の合計所得金額が単身340万円以上、2人世帯以上463万円以上の場合 3割

本人の合計所得
金額が160万円

以上

同一世帯の第1号被保
険者の年金収入＋そ
の他の合計所得金額

が

単身は280万円未満

第４段階 　住民税課税世帯の方

利用者負担割合

・利用者負担割合について


